
城址公園及び富山市営城址公園駐車場指定管理者募集要項 

１  施設の概要 

Ⅰ (1) 名称 

城址公園 

(2) 位置 

富山市本丸 

(3) 公園種別 

総合公園 

(4) 敷地及び建物の概要 

①公園敷地面積 約７．０６ha 

②主要公園施設 

芝生広場（8,000 ㎡）、和風庭園（5,000 ㎡）、お濠（9,200㎡）、郷土博物館（天守閣）、 

佐藤記念美術館、碌々亭・本丸亭（茶室）、城址公園バス駐車場（駐車可能台数：７台）等 

※ 指定管理に含まない施設もあります。詳細は「城址公園及び富山市営城址公園駐車場

管理業務仕様書（以下、「管理業務仕様書」という。）」をご覧ください。 

Ⅱ (1) 名称 

富山市営城址公園駐車場 

(2) 位置 

富山市本丸 1番 42号 

(3) 敷地及び建物の概要 

開設 昭和４６年５月１日 

鉄筋コンクリート地下１階建、施設面積 ４，１９４．２６㎡ 

収容可能台数 普通自動車１０１台 

２  管理運営の方針 

城址公園及び富山市営城址公園駐車場（以下、「城址公園等」という。）の管理運営にあたって

は、利用者の安全確保に十分留意したうえで、市民サービスの向上や施設の効果的・効率的な運

営に努めることとします。また、より一層の利用促進を図り、賑わいの創出を目指します。 

バス駐車場及び地下駐車場については、安全管理に十分留意したうえで、２４時間の管理体制

を確立します。

３ 管理業務の範囲等

(1) 利用案内、広報、危機管理対応等に関する業務 

(2) 行為許可、料金徴収等に関する業務 

(3) 公園の利用者増加に寄与する業務 

(4) 公園施設の維持管理（植物管理、清掃、光熱費支出等）に関する業務 

 (5) バス駐車場及び富山市営城址公園駐車場の運営・管理に関する業務 

(6) 上記のほか、施設の管理に関して市長が必要と認める業務 

※ 業務内容の詳細については、管理業務仕様書をご覧ください。 

４ 管理運営に要する経費

城址公園等の管理運営費については、管理業務仕様書をもとに積算してください。 

なお、積算にあたっては、別紙記載の直近４年間（又は２年間）の収入及び支出の決算額を参

考としてください。 

1



５ 指定期間

令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとします。

６ 利用料金制度の適用の有無

施設の使用料については、利用料金制度を適用せず、市の収入としますが、使用料の徴収等の

事務については、指定管理者に委託します。

７ 指定管理候補者として選定しない法人等

次のいずれかに該当するものは、指定管理候補者に選定されません。

ア  当該法人等の責めに帰すべき事由により、市又は他の地方公共団体から指定管理者の指

定を取り消され、その取消の日から２年を経過しない法人等 

イ  市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び地方自治法第１８０条の５の

規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員（以下「市の機関等」という。）又は議

員が、市に対し主として指定管理業務及び請負をする法人等（市の機関等の場合にあって

は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人を

除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支

配人及び清算人である法人等（公共団体及び公共的団体を除く。） 

（地方自治法の「兼業禁止」に準じた取扱い） 

ウ  当該法人等の代表権を有する者のうち、次のいずれかに該当する者がある法人等 

①  公の施設の管理に係る契約を締結する能力を有しない者 

②  破産者で復権を得ない者 

③  本市における指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得る

ために連合した者 

④  禁錮以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

⑤  本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

⑥  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（①～③は、地方自治法施行令の「一般競争入札の参加者の資格」、④～⑥は、地方公務員法

の「欠格条項」に準じた取扱い）

エ 富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止期間中の法人等

オ 指定管理業務を開始する時点において、富山市内に事業所等を有しない法人等

カ 法人等又は法人等の代表権を有する者が、市税を滞納しているもの

キ 施設を管理するに当たって必要な資格及び免許等を有していない法人等。ただし、指定

管理業務の開始までにそれらを有すること又はそれらを有するものに管理業務の一部を委

託することが確実であるものを除く。

ク 法人等、法人等の代表権を有する者等（株式会社にあっては取締役、公益法人にあって

は理事、その他の団体等にあってはこれらに相当する職にある者及びこれらの者以外に団

体等の経営に事実上参加しているものをいう。）又は法人等の被用者（代表権を有する者等

を除く全ての従業員、構成員及びこれらに相当するものをいう。）が、暴力団関係者その他

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に基づき、指

定管理候補として選定することが不適当である者
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８ 選定方法等

(1) 選定方法

指定管理者の選定にあたっては、外部と内部の委員による選定委員会において、申請のあっ

た各法人等によるプレゼンテーションの内容等を踏まえ、技術点及び価格点の合計で評価を行

う総合評価方式により審査し、選定委員会での結果を経て、富山市において指定管理候補者を

選定します。

(2) 選定基準

審査にあたっては、次の選定基準に基づき、最高点のものを指定管理候補者とします。

選定基準 配点

１ 住民の平等な利用が確保されていること １０

２ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の

縮減が図られるものであること

５０

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること ２０

４ 安全管理及び緊急時対応の体制が確立されること １０

５ 環境保護及び障害者雇用等に配慮した経営を行っていること

６ 総合評価（選定基準１～５について、相乗効果が図られる点などを総合的に評価） １０

計 １００

審査結果については、応募者全員にお知らせするとともに、公開します。

９ 提出書類

ア 指定管理者指定申請書「様式第１号」

イ 応募資格を有していることを証する書類

-1  代表権を有する者全員の 

① 市区町村長が発行する身分証明書（破産者でないことの証明） 

② 法務局が発行する登記されていないことの証明書（成年被後見人等でない証明） 

-2  申立書（法人の代表権を有する者全員が、「８ 指定管理候補者として選定しない法人等」

のウに該当しないことの申立書）「様式第２号」 

-3  自治体が発行する納税証明書（団体のもの及び団体の代表権を有する者全員分） 

-4  資格及び免許等が必要な場合はそれらを有していることを証する書類又は指定管理業

務の開始までに有すること等を確約する書類 

-5  暴力団排除に関する合意書関係の書類「様式第８号」 

ウ  団体であることを証する書類 

法人の場合は、定款、寄附行為、登記事項証明書、地縁による団体であることの証明書等。

法人でない場合は規約、構成員名簿等 

エ  法人等の経営状況等がわかる書類 

-1  組織、人員、業務内容及び業績等がわかる書類 

-2  申請日の属する事業年度の直前２事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、財

産目録又はこれらに相当する書類 

-3  類似施設の管理実績がある場合は、当該施設の概要、管理体制、収支の状況及び利用状

況等がわかる書類（該当するものがない場合は「該当なし」として提出してください。） 
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オ  施設管理の基本方針及び事業計画書 

-1  施設管理の基本方針 「様式第３号」 

施設管理の基本的な考え方、利用者からの要望の把握及びそれへの対応、自己点検及び

自己評価の仕組みなど 

-2  事業計画書 「様式第４号」 

指定期間内の年度ごとの業務計画書、職員の配置計画、個人情報の保護に関する措置、

安全管理及び緊急時対応の体制、指定期間内の年度ごと及び合計の収支計画書、現状にお

ける環境保護及び障害者雇用等に配慮した経営の状況、市作成の協定書に対する変更要望

など 

カ  指定管理者による自主事業及び収益の向上に結びつく改善策の提案 

-1  自主事業に関する提案書 「様式第５号」 

-2  収益向上に関する提案書 「様式第６号」 

キ  その他市長が必要と認める書類 

共同体として申請する場合は、申請書の提出時点において共同体を成立させ、その構成員す

べてのイウエの書類、「共同体の概要書（共同体の代表者、共同体とすることの必要性・利点、

管理業務の実施体制のわかる書類）」及び「様式第７号」（指定管理者制度に係る共同企業体協

定書）を提出してください。

また、共同企業体の解散時期については、少なくとも指定期間終了後、３箇月を経過するま

での間は解散をすることができないものとしてください。

１０ 指定管理者による自主事業及び収益の向上に結びつく改善策の提案

(1) 自主事業について 

管理業務仕様書に記載された業務以外に指定管理者が自主事業について、様式第５号「自主

事業に関する提案書」を提出してください。

自主事業は、公の施設の設置目的に沿ったもので、施設利用者の利用を阻害しないものに限

るものとし、参加者負担金がある場合は、その金額の適正性などについて、市で検討し、市の

承認した事業に限り実施できるものとします。

なお、自主事業に係る経費は、指定管理者の負担とし、市からの委託料を財源としないもの

とします。

(2) 収益の向上について

城址公園等の管理体制や営業活動について、収益の向上に結びつく改善策を、様式第６号「収

益向上に関する提案書」を提出してください。

１１ 指定申請書等の提出先、提出期間及び提出方法等

(1) 提出先 

富山市建設部公園緑地課（本庁西館６階）

〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号

電話 ０７６－４４３－２１１１ 担当 樫尾・尾山

(2) 提出期間 

令和２年７月２０日（月）から令和２年８月３１日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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(3) 提出方法等 

持参又は郵送してください。

提出部数は、片面印刷で正 1 部、副（９ 提出書類のエオカキ、共同体の概要書のみ）

１部とします。

郵送の場合は、書留郵便とし、最終日の午後５時１５分まで必着としてください。

申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。

１２ 質疑応答

応募に際してご不明の点等につきましては、令和２年８月１７日（月）までご質問をお受け

いたします。

ご質問は、末尾に記載のお問合せ先まで電子メール又は書面でお送りください。

ご質問への回答は、とりまとめのうえ、参考として、応募希望者全員に配布（８月２１日前

後）しますので、応募予定の方は、８月１９日までに送付先をお知らせください。

１３ 現地説明会の開催

現地説明会を次のとおり開催します。

参加希望の方は、７月２８日（火）までに指定申請書等の提出先へご連絡ください。

日時 令和２年７月２９日（水） ９時から２時間程度

場所 城址公園

１４ 事業所税

この施設は、事業所税の課税対象施設となる場合があります。

免税点（資産割は、合計延床面積が１０００㎡以下、従業者割は、合計従業者数が１００人

以下）を超える場合は、指定管理者に課税されることとなります。

課税金額等の詳細は、市民税課（電話４４３－２０３１）までお問い合わせください。

１５ 指定管理者の指定及び協定書の締結

(1) 指定管理者は、令和２年１２月富山市議会定例会の議決に基づき、指定（決定）されます。 

(2) 指定後、指定管理者となるものにその旨を通知し、告示します。 

(3) 指定後、市との間で協定書を締結します。 

(4) 協定事項及び内容については、指定管理候補者選定後に双方協議して定めます。 

(5) 別添の市作成の協定書に対して変更等を希望される場合は、申請時に「９ 提出書類」の事業

計画書の所定の欄にその内容を記載してください。 

１６ 指定管理業務委託料

指定期間内の指定管理業務委託料は、予算額以内で毎年度市と協議した額となりますので、

申請時に提出された収支予算書に記載の金額を下回ることがあります。
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１７ 提出書類の取扱い

提出書類はお返しできません。また、市の内部及び指定管理候補者選定委員会における検討

に用いるため複写することがあります。

情報公開の請求があった場合は、個人情報及び法人等の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれのあるものなどを除き公開することがあります。

なお、提出書類のうち「ス 施設管理の基本方針」及び「セ 事業計画書」については、申

請書の提出先となった窓口において、審査結果とともに、審査結果の通知の日から起算して１

４日間公開します。

ただし、指定管理候補者に選定されなかった法人等の名称は公表しません。

１８ 監査

市の監査委員又は包括外部監査人が必要あると認めるときなどは、指定管理者の公の施設の

管理に係る出納関係事務について監査する場合があります。

１９ 様式及び添付資料一覧

ア 富山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同条例施行規則

イ 富山市都市公園条例及び同条例施行規則

ウ 富山市駐車場条例及び同条例施行規則

エ 富山市城址公園バス駐車場管理規則

オ 障害者等の富山市営駐車場の利用支援に関する要綱

カ 城址公園の管理運営費の直近４年間決算額

キ 富山市営駐車場の管理運営費の直近４年間決算額

ク 城址公園及び富山市営城址公園駐車場管理業務仕様書

ケ 富山市営駐車場の令和２年度施設管理に従事している人員

コ 富山市営駐車場備品一覧表

サ 指定管理者指定申請書「様式第１号」

シ 申立書「様式第２号」

ス 施設管理の基本方針 「様式第３号」

セ 事業計画書 「様式第４号」

ソ 自主事業に関する提案書「様式第５号」

タ 収益向上に関する提案書「様式第６号」

チ 指定管理者制度に係る共同企業体協定書「様式第７号」

ツ 暴力団排除に関する合意書関係の書類「様式第８号」

テ 城址公園及び富山市営城址公園駐車場管理運営業務に関する基本協定書の案文（リスク分

担表、個人情報の保護に関する取扱い仕様書及び情報セキュリティ特記事項を含む。）

ト 施設のパンフレット、平面図等（別途、配布します。）

２０ 業務引継ぎ

現在の指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し等に際し、施設の管理業務が遅滞なく

円滑に実施されるよう、市が定める期間内に、市又は次期指定管理者に対して適正に管理業務を

引継ぐものとします。

管理業務の引継ぎ方法、日時等については、市と現在の指定管理者及び次期指定管理者におい

て協議の上決定します。
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（引継ぎにおける留意点）

ア 引継ぎスケジュール

イ 臨時休館の設定

ウ 引継ぎに係る経費の負担（原則として指定管理者の負担）

エ 引継書類の確認

オ 引継財産の確認（備品、物品を含む。）

カ 施設の予約の状況

キ 施設使用料の授受、預かり金管理の方法

ク 個人情報の取り扱い、データ管理等

ケ 引継ぎにおける体制の整備及び責任者の選定

などについて、協議を行うこととします。

なお、新規に指定管理者制度を導入する施設についても、これに準じて引継ぎを行うこととし

ます。

お問合せ先

・城址公園に関すること

富山市建設部公園緑地課（本庁西館６階）

〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号

電話 ０７６－４４３－２１１１ 担当 樫尾・尾山

電子メールアドレス kouenryokuti-01@city.toyama.lg.jp 
・市営城址公園駐車場に関すること

富山市財務部管財課（本庁西館４階）

〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号

電話 ０７６－４４３－２０２３ 担当 市川

電子メールアドレス kanzai-01@city.toyama.lg.jp 
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城址公園の管理運営に関する直近４年間の決算額

（単位：千円）

年  度 H28 H29 H30 R1 備考 

〇歳入 538 318 283 353

［内訳科目］ 

雑収入 538 318 283 353
光熱水費使用

者負担分 

＊使用料は市の歳入となるため記載してありませんが、使用料の徴収等の事務については 

指定管理者に委託します。

                  （単位：千円）

年  度 H28 H29 H30 R1 備考 

〇支出 31,145 32,238 27,889 36,007

［内訳科目］ 

植物管理 12,017 12,545 12,120 11,505

施設・設備管理 1,029 1,030 1,532 2,883

清掃管理 4,203 4,083 4,021 3,887

バス駐車場管理 － － － 6,930
H31.4 より管

理開始 

光熱水費 9,485 9,845 9,221 8,029

修繕費 4,411 4,735 995 2,773
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令和元年度市営駐車場配置人員表

（単位：人）

部   署 人   数 

事 務 局 4

城 址 公 園 駐 車 場 10

総 曲 輪 駐 車 場 10

桜 町 駐 車 場 10

富 山 駅 北 駐 車 場 10

合   計 44

＊平成２８年度から令和２年度までは、上記４駐車場を一括して指定管理を導入しています。 
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富山市営駐車場管理運営費決算額

（単位：円）

勘定科目 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

光熱水費 17,681,785 18,443,085 20,253,084 20,045,621 

燃料費 466,487 593,090 571,408 347,004 

修繕料 2,479,745 2,487,909 2,488,053 2,499,943 

役務費 1,818,176 1,809,464 1,681,963 1,645,819 

委託料 16,074,710 16,065,206 15,287,942 15,921,849 

使用料及び賃借料 129,645 110,056 64,892 68,000 

負担金 130,000 130,000 130,000 130,000 

公課費 421,260 215,540 213,360 433,310 

その他経費 80,277,937 79,633,559 80,169,351 82,018,767 

計 119,479,745 119,487,909 120,860,053 123,110,313 

＊平成２８年度から令和２年度までは、総曲輪・桜町・富山駅北・城址公園の４駐車場を一

括して指定管理を導入しており、上記金額は４駐車場の合計となります。
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富山市営駐車場の管理運営に関する令和元年度決算額

収入

科 目 決 算 額（円） 備   考

雑収入 587,458 
自動販売機

城址公園 90,116 

市補助金

及び委託金
123,110,313 市の負担額

合計 123,697,761  

 ※使用料は市の歳入となるため記載してありませんが、使用料の徴収等の事務については 

指定管理者に委託します。

 ※自動販売機等を設置する場合は、条例で定めている業務以外で使用する行政財産目的外

使用に当たるため、市に行政財産使用許可申請書等を提出し許可を受け、行政財産使用

料を納付していただくこととなります。

支出

科  目 決算額（円） 備  考

光熱水費 20,045,621 城址公園 3,348,543 

燃料費 347,004  

修繕料 2,499,943 城址公園 626,220 

役務費 1,645,819 
城址公園保険代 79,560 
城址公園電話代 74,760 

委託料 15,921,849 城址公園 2,356,036 

使用料及び賃借料 68,000  

負担金 130,000  

公課費 433,310  

その他経費 82,018,767  

合計 123,110,313
※平成２８年度から令和２年度までは、総曲輪・桜町・富山駅北・城址公園の４駐車場を一

括して指定管理を導入しております。そのため、収入・支出ともに、上記金額は４駐車場

の合計となり、備考欄の金額を除き、本指定管理の対象となる城址公園駐車場の支出のみ

を一概に明示できるものではありません。 
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富山市営駐車場備品一覧表（システム総括表） 

駐車場 備品等名称 数量 設置場所 設置年度 

城址公園 出口全自動精算機 1 出口 H31 

駐車券発行機 1 入口 H23 

ゲート装置 3 入口、出口 
H16（R2更

新予定）

 高さ制限装置 1 入口 H30 

台数監視盤 1 事務所 H25 

監視カメラ 22 駐車場内 H31 

３２インチモニター 3 事務所 H31 

４ｃｈコントローラ 1 事務所 H31 

デジタルレコーダー 3 事務所 H31 

データ集計コンピュータ 1 事務所 H26 

案内灯（満空表示付） 1 場外 H29 

出庫注意灯 1 出口 H29 
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城址公園及び富山市営城址公園駐車場管理業務仕様書

１  施設管理業務に関する事項 

(1) 業務の目的 

城址公園（以下、「本公園」という。）は本市の都心に位置しており、市民の憩いの場

として、さらに、賑わい拠点として機能する都心の貴重なオープンスペースであるとと

もに、富山の歴史文化のシンボルとして、広く市民に親しまれている。

本業務は、本公園の特色を活かしながら、利用者の安全性の確保や、サービスの質の

向上、維持管理費の節減等、創意工夫のある管理・運営することを目的とする。

(2) 開園時間 

公園の利用ならびに富山市営城址公園駐車場（以下、「地下駐車場」という。）及びバ

ス駐車場の出入場は原則として、年間を通じて毎日２４時間とする。 

(3) 利用実績及び料金収入 

直近４年間の状況

ア．公園施設利用状況（行為許可件数）

年度 H28 H29 H30 R1 
許可件数（件） 80 57 65 74 
使用料（千円） 311 246 430 502 

イ．地下駐車場

年度 H28 H29 H30 R1
利用実績（台） 76,898 65,257 64,082 65,904 

 普通駐車 51,590 39,700 39,984 42,574 

 回数券 2,603 2,334 2,317 1,899 

 パーキングカード 608 566 421 287 

 定期券 22,097 22,657 21,360 21,144 

 利用料金収入(千円) 46,762 40,207 39,468 39,010 

 普通駐車 29,918 23,686 23,447 23,027 

 回数券 580 368 362 254 

 パーキングカード 482 455 412 344 

 定期券 15,782 15,698 15,247 15,385 

回数券発行冊数 315 149 146 96 

 330（320）円券 11 枚

綴 

111 97 96 69 

 110 円券 11 枚綴 204 52 50 27 
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パーキングカード発行

枚数 

130 125 116 100 

 5000 円券 46 40 32 22 

 3000 円券 84 85 84 78 

定期券利用枚数 1110 1104 1089 1088 

 全日 577 591 533 538 

 昼間 387 351 373 367 

 夜間 146 162 183 183 

ウ．城址公園バス駐車場※

年度 H28 H29 H30 R1 
利用実績（台） ― ― ― 620 

利用料金収入(千円) ― ― ― 1,863 
※ バス駐車場の利用実績及び利用料金収入は R1.7～R2.3 までの状況。

(4) 管理体制

城址公園並びに駐車場の運営管理にあたり、業務が支障なく行えるよう、適正な人員

を配置することとする。

時間帯 主な業務内容等

０：００～２４：００ 駐車場の管理運営及び料金の徴収業務

（地下駐車場管理室に常駐）

（留意事項）

・平常時よりも著しく公園利用者や地下駐車場利用者が増加すると予見される場合に

は適宜臨時的任用職員を配置するなど、適切な管理に努めること。

・臨時的任用職員は施設運営管理方法に適した人員を雇用することとし、本市内に在住

する市民を積極的に雇用するよう努めること。

(5) 法令等の遵守

業務の実施にあたっては、都市公園法、駐車場法、地方自治法、地方自治法施行令、

富山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、富山市都市公園条例、

富山市都市公園条例施行規則、富山市駐車場条例、富山市駐車場条例施行規則、城址公

園バス駐車場管理規則、富山市情報公開条例、富山市個人情報保護条例、富山市行政手

続条例、その他公園施設及び駐車場の管理運営に関連する法令等、協定書及び仕様書を

遵守すること。
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(6) 個人情報の保護に関する留意事項

（一般事項）

項目
取扱う個人情報

の内容
取扱い上の留意事項

1 個人情報の取扱

いに関する留意事

項の職員への周知

施設使用申請者

の住所、氏名

指定管理者は、管理業務に従事する者に対

し、その業務に関わる個人情報の範囲及び

その取扱いに関する留意事項を個別具体的

に指示するとともに、日常業務において必

要に応じ指導する。

2 個人情報が記載

してある書類等の

取扱い

施設使用申請者

の住所、氏名

市の指示又は承諾があった場合を除き、個

人情報が記録された資料等を複写・複製し

てはならない。但し、事務を効率的に処理

するため、指定管理者の管理下において使

用する場合はこの限りではない。

3 廃棄 施設使用申請者

の住所、氏名

個人情報が記載されている書類等の廃棄に

ついては、市に事前に協議のうえ、第三者

の手に渡らないよう確実な方法によって処

分する。

（個別事項）

項目
取扱う個人情報

の内容
取扱い上の留意事項

1 使用申込受付、

承認、使用料徴収

業務

申請者の住所、

氏名、電話番号

取得する個人情報は、申請に必要な事項や

減免要件を確認するために必要な事項のみ

とし、申請者以外から取得しない。

2 使用者管理 申請者の住所、

氏名、電話番号

担当職員以外は取り扱わないこととする。

3 施設使用状況の

掲示

個人使用者の氏

名

個人が、個人の活動として施設を使用する

場合は、本人の了解なしに、その使用状況

を施設の掲示板等に掲示しない。

(7) 秘密保持義務等に関する留意事項

ア．業務に従事している者又は従事していた者は、本業務に関して知り得た秘密を第三

者へ提供し、又は業務以外の目的に利用してはならない。

イ．指定管理者は、富山市個人情報保護条例（平成１７年富山市条例３１号）第９条、

第１０条及び第５５条の規定により保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、そ
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の他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

ウ．業務に従事する職員に対して個人情報の保護に関し必要な事項を周知徹底させる

こと。

(8) 施設の維持管理業務

業務種別 業務の名称 回数 備考

1_公園施設の

運営に関する

業務

ア 利用案内、保安警備

イ 広報に関する事務

ウ 行為許可に関する業務

エ 使用料の徴収に関する業務

オ 公園の利用者増加に寄与する業務

カ バス駐車場の運営・管理に関する

業務

随時 別紙「城址公園維

持管理基準書」参

照

2_公園施設の

維持管理に関

する業務

ア 植物管理に関する業務

イ 水質管理に関する業務

ウ ゴミ収集に関する業務

エ 公園便所の清掃および保守点検に

関する業務

オ 公園遊具点検に関する業務

カ 照明設備の保守点検に関する業務

キ 消雪設備管理に関する業務

ク 光熱水費支出等に関する業務

随時 別紙「城址公園維

持管理基準書」参

照

3_富山市営城

址公園駐車場

の運営管理に

関する業務

ア 入場者受付及び施設の維持管理

イ 利用料金の徴収に関する業務

随時 別紙「富山市営城

址公園駐車場の運

営管理に関する業

務仕様書」参照

(9) 修繕費の取扱い

ア 施設及び設備は正常に保持し、適正な使用に供するよう日常的な保守点検を行う

とともに、部品交換や施設の補修修繕を行うこと。

イ 施設及び設備に修繕の必要が生じた場合は、市と事前に協議し、実施後は報告を行

うこと。

 ウ 当施設においては、年間３，６２５千円の修繕費が生じる見込みであり、これを管

理委託料に含めることとする。このほか、1 件あたり５０万円を超える修繕が必要

となった場合や、年間見込額を超える場合については、市と事前協議するものとす

る。
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また、年度末において不用額が生じた場合は、公園施設、地下駐車場それぞれに

おいて精算するものとする。

なお、施設の種別ごとの年間修繕費の内訳は、下表のとおりとする。

公園施設 地下駐車場

３，０００，０００円/年 ６２５，０００円/年

２ 管理対象施設

(1) 主たる公園施設と規模

種 別 施設名 規模 備考 
管理 

対象 

広 場 芝生広場 8,000 ㎡ 〇 

修景施設 和風庭園 5,000 ㎡ 〇 

親水の庭 756 ㎡ 〇 

 景雲池 690 ㎡  〇 

千歳御門 1 箇所 生涯学習課管轄 

お濠 9,200 ㎡ 東濠、西濠 〇 

遊戯施設 ブランコ 1 基 〇 

教養施設 郷土博物館（天守閣） 1 棟 郷土博物館管轄 

佐藤記念美術館 1 棟 郷土博物館管轄 

本丸亭 

（茶室「碌々亭」および増築棟） 
1 棟 郷土博物館管轄 

便益施設 松川茶屋（松川遊覧船） 1 棟 別途管理許可施設 

まちなか観光案内所 1 棟 別途設置管理許可施設 

便所（松川茶屋） 1 建屋 男、女、多目的別 

便所（芝生広場） 1 建屋 男、女、多目的別 〇 

便所（バス駐車場） 1 建屋 男、女別 〇 

バス駐車場 7 台 料金徴収有り 〇 

富山市営城址公園駐車場 101 台 料金徴収有り 〇 

管理施設 管理事務所 189.6 ㎡ 公園緑地課直営 

カラス檻 6 か所 環境保全課管理 

※別紙施設配置図を参照。

【留意事項】 

公園施設のうち松川周辺エリアについては、今後、再整備を行う予定としており、仮に

指定管理期間中に市が整備事業に着手した場合、業務の範囲や内容等を変更する可能性

があります。
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３ 確認・検査

(1) 本仕様書及び事業計画書に記載する作業回数に基づき、その作業完了後、市に確認を

受けなければならない。なお、市から指示があった場合は、指定管理者立会いのう

え、市の検査を受けなければならない。

(2) 確認、検査のために必要な資料の提出、その他の処理について市の指示に従わなけれ

ばならない。

(3) 市は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況に関し、指定管理者に報告を求める

ほか、現地において施設の管理運営状況を確認することができる。

４ 保険の加入

市が、次の事故により、住民等第三者の生命若しくは身体を害し、または住民等第三者

の財物を滅失・き損若しくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担することに

よって被る損害をてん補する。その際の保険は、市が加入している全国市長会市民総合賠

償責任保険を適用する。

(1) 市が所有、使用又は管理する施設に起因する偶然な事故

(2) 業務に起因する偶然な事故（指定管理者が独自に実施する業務は対象外）

(3) 市が福祉施設・保養施設において生産、販売又は提供する飲食物に起因する偶然な

事故

てん補限度額は次のとおりで、免責金額はなし。

身体賠償 １人につき 5,000 万円

１事故につき 5 億円

財物賠償 １事故につき 1,000 万円

※ 自主事業の瑕疵による第三者への補償については指定管理者の判断で必要に応じ保

険に加入すること。

５ その他

(1) 安全管理及び緊急時対応に関する留意事項

１）危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のために使用状況

を適宜把握し、必要に応じてマナーを遵守するよう適切な指導等を行うこと。

２）事故や災害などが発生した場合、迅速かつ的確に情報を伝達するとともに、対応で

きる体制を確立すること。

３）作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を市が

指示する日までに、提出しなければならない。 

４）作業中、公園利用者及び周辺住民等から苦情又は意見等があったときは、丁寧に対

応し、直ちに市に報告しなければならない。 
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５）対象施設を適切に管理するために施設管理マニュアルを定め、従事職員に定期的な

研修を実施すること。

６）災害及び対象施設内で急病人やけが人、事故等が発生した場合に備えて、あらかじ

め災害対応マニュアルおよび非常時連絡表を定め、必要な機器を用意しておくこと。

また、防災・災害マニュアルを定め、従事職員に定期的な研修を実施すること。

７）城址公園は広域避難場所に指定されていることから、避難施設の開設が必要となっ

た場合には、市の指示に従い、避難者等の受け入れを行うこと。

(2) 拾得物及び残置物の処理

拾得物は拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察署に届け出ること。園内に残

置された自転車等で持ち主が不明なものについては、警察に盗難届等の有無などを照

会し所有者への連絡を依頼した後に無主物と判明したものは処分する。

(3) 業務の継続

指定管理業務の開始時に、現に公園施設の行為許可を受けている利用者、バス駐車場

の利用予定者及び地下駐車場の利用者の継続利用を妨げないものとし、利用者に関する

情報は、指定期間終了時には次期指定管理者に引き継ぐこととする。
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城址公園維持管理基準書

第１ 公園施設の運営に関する業務

１ 利用案内、保安警備

(1) 当該公園が指定管理者にて運営されていることを示すため、指定管理者名、連絡先

及び設置者としての市の市名を市と協議の上、公園内に表示すること。 

(2) 窓口および電話での対応において、適切に分かりやすく説明するなど、親切丁寧な

対応を心がけ、常にサービス向上に努めること。また、公園に関する要望や苦情、お

よびトラブル等に対しては、誠意をもって適切に対応することとし、また、苦情・要

望処理報告書を作成し、市に提出すること。 

(3) 公園内での事故や迷惑行為等を防止するため、園内の巡回警備等により施設の使

用状況を適宜把握し、法令に基づく禁止行為又は制限行為に該当するとみなされる

行為を発見した時は、指導を行うこと。 

(4) 公園利用者が原因で、公園外に苦情等が発生した場合は、当該者へ指導を行うなど

の措置を講じること。 

２ 広報に関する業務

公園の魅力向上に向けて、パンフレット、広報誌、ホームページや SNS 等への掲載

や、メディアの活用等により公園利用者数増となるような広報活動を行うこと。 

３ 行為許可に関する業務

一般の利用者に対しては、行為の許可・承認（以下「行為許可」という。）及び使用

料の徴収は要しない。ただし、富山市都市公園条例第２条第１項に掲げる次の行為をす

る場合は、同条例に基づき、行為許可事務及び使用料の徴収事務を行うこと 

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。 

(2) 興行を行うこと。 

(3) 演説、集会、競技会、展示会、撮影会、博覧会その他これらに類する催しをするこ

と。 

(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

(5) その他、市長が都市公園の管理上必要があると認める行為をすること。 

４ 使用料の徴収に関する業務

富山市都市公園条例第９条により、富山市都市公園条例第２条第１項に掲げる行為

をする者から、使用料を徴収するものとする。 
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なお、徴収した使用料は、市が指定する期日までに、市指定金融機関へ納入しなけれ

ばならない。 

５ バス駐車場の運営・管理に関する業務

（１）運営に関する基本事項

ア 対象車両は大型バス、中型バス、小型バス、マイクロバス、その他市長が必要

と認めたもの（例えば公園内でのイベント用作業トラック（バン・平ボディー型

の大型、中型、小型トラック等）などは空き状況を確認し、また、施設の管理上

支障がないと判断する場合に受け入れを行うもの）とし、駐車可能台数は計７台

とする。 

イ 当該駐車場は事前予約制を原則とし、使用開始日の３ヶ月前の該当月の初日か

らの受付とする。 

ウ 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否若しくは禁止することがで

きる。 

① 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。 

② 他の自動車の駐車を妨げるとき。 

③ 駐車場の施設を汚損又は破損するおそれがあるとき。 

④ 前①～③号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

エ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに

対処できるよう準備をしておかなければならない。 

（２）料金徴収

富山市都市公園条例、富山市都市公園条例施行規則及び城址公園バス駐車場管理規

則に定める駐車料金を徴収すること。 

なお、徴収した駐車料金は、市が指定する期日までに、市指定金融機関へ納入しなけ

ればならない。 

（３）管理に関する基本事項

ア 安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう各施設を適切に管理する。 

イ 日常及び定期的な施設の点検と補修修繕、清掃等の保守管理を適切に行う。 

ウ 機械設備等に故障が生じた場合、迅速に対応するものとし、また重大な故障及び

事故が起きた場合は、速やかに市に報告すること。 

エ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。 

オ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。 
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（４）警備に関する業務

ア バス駐車場に異常事態が発生したことを知った場合には、直ちに異常の初期処

置を行うとともに消防署、警察署、市に連絡しなければならない。 

イ 巡回警備員は、次の各事項を実施するものとする。 

① 機械設備の故障復旧（軽易なもの） 

② 故障復旧が困難な場合の駐車場管制システム保守業者への連絡 

③ 隣接地に波及する危険性の探知予防 

④ 危険物、可燃物の異状有無点検 

⑤ その他警備の目的を達成するための点検処置 

ウ 警備業務に必要な施設の鍵は市の了承を得て借用するものとし、警備業務以外

に使用してはならない。また、契約期間中は指定管理者の責任をもって確実な

場所に保管し、不用となった時は直ちに市に返還しなければならない。 

エ 巡回警備員を配置せず、遠方通報監視装置等による警備を行う場合は、警備の

方法について十分に市と協議を行ったうえで実施するものとする。 

（５）付属設備等の保守点検業務

自動精算機、その他の電気設備等について、関係法令や関係規則等の規定に基づ

き、適切に保守点検を実施すること。 

６ 公園の利用者増加に寄与する業務

次の点に留意して、公園の利用者増加に寄与する企画を立案・運営するほか、民間事

業者からの提案企画の実施を積極的に支援することで、まちなかにふさわしい賑わい

を創出し、公園利用者数の増加を図ること。

ア 公園利用者および周辺住民からの要望を把握しつつ、公園の賑わい創出に寄与

する企画を立案・運営するほか、他事業者からの持ち込み企画を誘致し、その運営

支援及び指導を行うこと。

イ 企画の内容や回数については市との協議の上で実施すること。

ウ 民間事業者からの提案企画において必要となる備品については、指定管理者が

用意し、事業者へ貸し出すこととする。ただし、恒常的に公園内で利用されると考

えられる備品については、市が準備し、指定管理者へ無償で貸与するものとする。

エ 城址公園内の公共施設（郷土博物館、佐藤記念美術館、まちなか観光案内所等）

やイベント主催者などと情報共有を図りながら、城址公園の公園利用者数の把握

に努めること。公園利用者数の計算方法については、市と協議の上、定めることと

する。

オ イベント等で火気を使用する際には、以下の点を守ること。

①市が指定する場所で、かつ 1 名以上の火元責任者（成人に限る）を定めること。

②直火、芝生や植栽付近での使用は禁止とする。
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③強風時や天候不順等により危険な状態では、使用を中止すること。

カ イベント等における公園内への車両の乗り入れについては、その範囲、台数等に

ついて、事前に市と協議すること。

キ イベント等の利用者に対して地下駐車場利用者への駐車料金の減免は認めない。

ただし、主催者等の負担において回数券等を交付することは可能である。

第２ 公園施設の維持管理に関する業務

 公園施設を常に最良の状態に維持し、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境

を提供するとともに、業務の遂行にあたって、確実性、安全性および経済性に配慮すること。

１植物管理に関する業務

（１）基本の業務

① 基本事項

ア 土木工事安全施工技術指針を参考とし、業務の安全に留意し、現場管理を行い、

災害の防止を図らなければならない。

イ 作業中、市の許可なくして、流木及び水陸交通の支障となるような行為、又は

一般公衆に迷惑を及ぼすなどの施工方法をしてはならない。

ウ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに

対処できるよう準備をしておかなければならない。

エ 道路に係る作業にあたっては、交通の安全について市、道路管理者及び所轄警

察署と協議するとともに、道路標識令、道路工事現場における標示施設等の設

置基準及び維持修繕工事保安建設設置基準に基づく「工事用標識等設置要項」

により安全対策を講じなければならない。

オ 道路に係る作業にあたっては、路面を汚損若しくはき損
´ ´

することのないよう

にするとともに、特に第三者に損害を与えないようなしなければならない。

カ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書

を市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

キ 危険防止のため、危険木（枯損木や枯れ枝）を早期に発見し、確認した際は速

やかに市に報告するとともに、除去を行うこと。

ク 作業期間中は、公園の主要出入口付近など、公園利用者等の安全性を考慮した

箇所に PR看板を設置すること。
ケ 除草工及び樹木剪定における発生材の処理については、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」に基づき資源化（堆肥化）などの処理を行うこと。なお、や

むを得ず一般廃棄物処理施設で処理できない事情のある場合は、市とその方

法について協議することとする。また、発生材の収集・処理量（重量）は、必
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ず計量を行い計量伝票は厳重に保管すること。

コ 肥料や除草剤等で、人体に害を及ぼす危険性のある薬剤を使用する場合は、事

前にその登録証の写し等を市に提出すること。

サ 市から指示を受けた業務を完了したときは、その都度、速やかに市に連絡し、

その状況を報告するものとする。

（２）剪定

① 一般事項

ア 剪定は樹形の骨格づくり、樹冠の整正、こみすぎによる病虫及び枯損枝の発生

防止等を目的として行うものである。

イ 剪定方法には、枝おろし（大枝おろし）、枝すかし、ふところすかし、切り詰

め、枝抜き、切返し、枝はさみ、枝うち、枝かき等があり、それぞれ樹種、形

状および剪定の種類に応じてもっとも適切な方法により行う。

ウ 樹姿及び樹形の仕立て方は、特に修景上、規格形にする必要がある場合を除き、

自然形に仕立てる。

エ 下枝の枯死を防ぐよう原則として上方を強く、下方は弱く剪定する。また、一

般に南側等樹勢の強い部分は強く、北側等樹勢の弱い部分は弱く剪定する。

オ 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わない。

カ 花木類は花芽の分化時期と着生位置に注意して剪定する。

キ 剪定した枝葉は、まとめて速やかに処理すると共に樹木周辺をきれいに清掃

する。

② 剪定方法

ア 大枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥離しないよう、切断予定箇所の数 10cm上
であらかじめ切断し、枝先の重量を軽くしたうえ、切返しを行い切除する。大

枝の切断面には必要に応じて市の指示により防腐処理を施す。

イ 切詰剪定は、主として樹冠の整正のために行い、樹冠外に飛び出した新生枝を、

樹冠の大きさが整う長さに定芽の直上の位置で剪定する。この場合、定芽はそ

の方向が樹冠を作るにふさわしい枝となる向きの芽（原則として外芽、しだれ

やなぎなどは内芽）を残すものとする。

ウ 切返し剪定は、樹冠外に飛び出した枝の切取、及び樹勢を回復するため樹冠を

小さくする場合などに行う。剪定は適正な分岐点より長い方の付け根より切

り 取る。骨 格枝となっている枯枝及び古枝を切取る場合は、後継枝となる小

枝又は新生枝の発生する場所を見つけて、その部分から先端の枝を切取る。

エ 枝抜き剪定は、主として混みすぎた枝の中すかしのために行い、樹形、樹冠の

バランスを考慮しつつ、不必要な枝のつけ根から切取る。
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③ 弱剪定

ア 弱剪定とは枯枝、平行枝、徒長枝等樹木の生育上好ましくないものを樹木本来

の形、枝張りのバランス等を考慮しつつ切除することをいう。

イ 主として剪定すべき枝

・枯枝

・成長のとまった弱小の枝（以下「弱小枝」という。）

・著しく病害虫におかされている枝（以下「病害虫枝」という。）

・通風、採光、架線、人車の通行等の障害となる枝（以下「障害枝」という。）

・折損によって危険をきたす恐れのある枝（以下「危険枝」という。）

・樹冠、樹形及び生育上不必要な枝（以下「不要枝」という。）

〇やご（ひこばえ）

〇幹ぶき（胴ぶき）

〇飛び枝（徒長枝）

〇からみ枝

〇逆さ枝

〇きり枝

〇ふところ枝

〇その他（車枝、立枝、対生枝、平行枝等）

ウ 病害虫枝、障碍枝は、全体の樹形を考慮しつつ剪定する。

エ 枯枝、弱小枝等はそのつけ根から切取る。

④ 強剪定

ア 強剪定とは、弱剪定に加えて、樹形の整姿を目的として主枝及び主枝に準ずる

枝の切除を行うことをいう。

イ 芯は原則として止めない。やむを得ず摘芯する場合は、これに代わる別の芯を

仕立てる。

ウ 古枝で、先端部が大きなこぶとなっているもの、又割れ腐れ等がある場合は、

古枝の途中によい方向の新生枝を見つけ、その部分から先端部を切り取り、若

い枝と切返すものとする。

（３）刈込み

① 一般事項

ア 枝の密集した箇所は中すかしを行い、刈地原形を十分考慮しつつ、樹冠周縁の

小枝について輪郭線を作りながら刈込む。

イ 据枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込む。又針葉樹については萌

25



芽力を損なわないよう、樹種の特性に応じ十分注意しながら芽つみ等を行う。

ウ 花木類を刈込む場合は、花芽の分化時期と着生位置に注意する。

エ 数年の期間をおいて刈込みを実施する場合、年 1回の刈込みの際に一度に刈込
まないで、数回の刈込みを通して徐々に刈地原形に仕立てていく。

② 生垣刈込み

ア 枯枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて、両面を刈

込み、天端をそろえる。

イ 枝葉の疎放な部分には、必要に応じて、枝葉の粗密をなくすよう、枝の誘因を

行う。枝の結束には、しゅろ縄をもちいる。

ウ 刈取った枝葉は速やかに処理する。特に枝葉が樹冠内に残らないようきれいに

取去ること。刈込んだ樹木、寄植等の周辺は、きれいに清掃する。

（４）施肥

① 一般事項

ア 所定の施肥量を肥料、施肥の種類（寒肥、追肥等）及び、各樹木の適性、生育

状態に適合するものを適量使用すること。（例：化成肥料（N：P：K）＝6：
4：3 100ｋｇ/1,000㎡）ただし、特に市が指示する場合はこの限りではない。

イ みぞ及び縦穴の掘削に際しては、樹根に損傷を与えないよう注意する。

② 生垣施肥

ア 寒肥は、生垣の両側に縦穴を 1箇所ずつ計 2箇所 1本ごとに掘り、底に所定
の肥料を入れ覆土する。縦穴の深さは 20cm程度とする。

イ 追肥は、生け垣の両側に平行に深さ 20cm 程度の溝を掘り溝底に所定の肥料

を敷き込み覆土する。樹勢の強弱により施肥量を増減する。

ウ 縦穴、溝の位置は細根の密生部分より外側とする。

③ 下木施肥

ア 1本立ち及び小規模な寄植えの場合
輪肥、壺肥を主体とし、その方法は上記施肥に準ずる。

縦穴及び溝の深さは 20cm程度とする。
イ 列植の場合

生垣施肥に準ずる。

ウ 群植、大規模な寄植えの場合

有機質肥料については、1㎡当り 3箇所の縦穴を掘り、底に所定の肥料を入
れ覆土する。化成肥料については、植込内に均一に散布する。
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（５）除草

① 抜取除草

ア 既存地被類をいためないよう除草器具などを用いて根ごと取除く。

イ 抜き取った雑草は、すみやかに処理すると共に、除草跡はきれいに清掃する。

② 刈取除草

ア 根株の周囲（樹木幹周りから 50cm)の芝生及び雑草を除去する。
イ 既存植物をいためないよう鎌などを用いて、根際より刈取る。

ウ その他は「抜取除草」に準ずる。

③ 薬剤除草

ア 除草剤は、発生した雑草等を見極め、効果的な登録農薬を適量で使用すること。

イ 実施に先立ち、対象となる雑草の種類、生育段階（休眠期、発芽期、幼葉期、

盛期）、除草剤に対する性質等並びに使用する除草剤の使用方法、実施日、及

び公園利用者への周知徹底の方法について市と協議する。

ウ 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し、薬害及びドリフトに十分注

意して実施する。

エ 希釈液は、規定の濃度となるように正確に希釈混合し、規定量をむらなく均一

に散布する。

オ 植込地内の下木、草花、公園利用者及び隣地等にかからないよう十分注意する

こと。

カ 吸収移行型（例：グリホサートカリウム塩剤： １ n/1,000㎡）を使用するこ
と。展着剤は機能性エーテル型５～１０ｍ /10 等とし、散布水量は 0.2 /㎡を
標準とする。これにより難い場合は、市の承諾を受けること。

（６）芝生地

① 刈込み

ア 芝生地内にある石、あき缶等障害物はあらかじめ取除く。

イ 芝生地内にある樹木、草花、施設等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残し

のないよう均一に刈込む。

ウ 樹木の根際、さく類のまわりなど、機械刈りの不適当又は不能の場合は手刈り

とする。

エ 縁切りは、寄植え、施設等にはほふく茎が侵入しないよう寄植類にあっては、

樹冠の垂直投影線より 10cm程度外側で垂直に切込み、せん除する。
オ 刈取った芝は、すみやかに処理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。

27



② 施肥

ア 芝生の生育状態に適合するものを適量使用すること。（例：ホルム態窒素

 (N:P :K：Mg) = 10 : 10 : 10 : 3 80kg/ 1,000㎡）ただし、とくに市が指
示する場合はこの限りではない。

イ 所定の施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布する。

ウ 肥料を施す場合は、原則として降雨直後等で葉面がぬれているときは行わな

い。

③ 目土かけ

ア 目土は植物の根茎、ガレキ等がなく、必要に応じてふるい分けしたものをもち

いる。土壌改良剤及び肥料を混入する場合は、規定の混入率となるよう、念入

りに混合する。

イ 目土は 3mm (5, 500kg/ 1, 000㎡）を標準とし、とんぼ等を用いて、むらなく
均一に十分すり込む。なお、芝生面に不陸がある場合は、不陸調整を勘案しな

がら行う。

ウ 目土は、小矢部市安楽寺産等の山砂又は、洗砂とする

④ 除草

＜抜取除草＞

ア 芝生をいためないよう、除草器具などをもちいて、根よりていねいに抜き取る。

イ 抜き取った雑草は、すみやかに処理するとともに、除草跡はきれいに清掃する。

＜薬剤除草＞

ア 除草剤は、発生した雑草等を見極め、効果的な登録農薬を適量で使用すること。

イ 実施に先立ち、対象となる雑草の種類、生育段階（休眠期、発芽期、幼葉期、

盛期）除草剤に対する性質等、並びに使用する除草剤の使用方法、実施日、及

び公園利用者への周知徹底の方法について市と協議する。

ウ 散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し、薬害及びドリフトに十分注

意して実施する。

エ 希釈液は、規定の濃度となるよう正確に希釈混合し、指定量をむらなく均一に

散布する。

オ 芝生地の灌木、草花、公園利用者及び隣地等にかからないよう十分注意する。

カ 春施用では土壌処理除草剤と茎莱処理除草剤の混合（例：フラザスルフロン剤

0.02ｇ/㎡、もしくはリムスルフロン剤 0.005g/㎡とハロスルフロンメチル剤
0.035ｇ/㎡など）、また秋施用では土壌処理除草剤と茎葉処理除草剤の混合
（例：プロジアミン剤 0.15ｇ/㎡とイソキサベン・フロラスラム剤 0.04ｇ/㎡）
を使用すること。展着剤は機能性エーテル型５～１０ｍ /10 等とし、散布水
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量は 0.2 /㎡を標準とする。これにより難い場合は、市の承諾を受けること。
キ 除草剤散布に際して、芝生の根に障害の発生が起こらないように考慮すると

ともに、長期に渡り持続性の保たれるよう考慮すること。

（７）草地

① 草刈り

ア 草地内にある石、あき缶等障害物はあらかじめ取除く。

イ 樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈りむら、刈残しのないよう均一

に刈込む。

ウ 樹木、株物、柵等の周辺も刈残しのないよう仕上げる。又それらにからんでい

る蔓性雑草もきれいに除去する。

エ 刈草は毎日指定箇所に運搬集積し、速やかに処理するとともに刈跡はきれい

に清掃する。

（８）清掃

① 全面清掃

ア 植込み地内のくず籠、吸い殻入れ、及びその周辺のゴミを取りこぼしのないよ

うにかき集め、衛生管理上適切かつ公園利用者の利用を妨げない場所に運搬

処理する。

イ 植込み地内に散乱するゴミ類と共に、落ち葉、落ち枝等も竹ぼうき等によりか

き集め、公園利用者の利用を妨げない場所に運搬処理する。なお、できるだけ、

土を含めないよう注意する。

ウ 下木内のゴミ等は、下木類をいためないよう注意して取除く。

エ 可燃性ゴミと不燃性ゴミとに分離する場合は、それぞれ確実に仕分けし、指定

方法により処理する。

② 選択清掃

ア ゴミ、あき缶などをひとつひとつ取除き、指定箇所に運搬処理する。

イ その他は「全面清掃」に準ずる。

（９）塩化カルシウム散布

ア 塩化カルシウム散布は、広場における防塵・融雪用として実施することとし、

散布量は 700kg/ 1, 000㎡を標準とする。施行は、できるだけ指定管理期間の
初期とし、複数回行う場合、4ヶ月程度の間隔を空けること。但し、特に市が
指示した場合はこの限りではない。
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２ 樹木等病害虫防除業務

（１）基本事項

ア 市が病害虫の発生を確認したときは、速やかに業務を行うものとする。

イ 病害虫の発生を確認したときは、速やかに市に連絡し、市の指示を受けるものと

する。

ウ 作業員 2 名以上による枝切り、又は薬剤散布によるものとし、市の指示に従っ
て行うものとする。

エ 公園利用者及び近隣住民に対して、事前に、農薬使用の目的、散布日時、使用農

薬の種類等について、十分周知するものとする。また、作業時には、立て看板の

表示等により、散布区域内への立ち入りに最大限の配慮を行うこととする。

オ 枝切り防除により発生した切枝は、焼却可能な場所まで運搬し、処分をするもの

とする。

カ 市から指示を受けた業務を完了したときは、その都度、速やかに市に連絡し、そ

の状況を報告するものとする。

キ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。

ク 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

ケ 薬剤散布は、使用する薬品及びその濃度について市の指示に従うものとし、薬品

の取扱上の注意に留意し、危険防止に務めるものとする。

コ 農薬の飛散によって周辺住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、農

薬取締法を遵守し、農薬取締法に基づく「農薬を使用するものが遵守するべき基

準を定める省令」及び農林水産省、環境省連名通知「住宅地等における農薬使用

について」に則した農薬の使用を行うものとする。

３ 水質管理に関する業務

（１）東濠水質改善業務

① 基本事項

ア 定期的に施設に異常がないか巡回すること。但し、これによりがたい場合は、市

の承諾を受けなければならない。 

イ 作業中、一般公衆に迷惑を及ぼすなどの施工方法をしてはならない。

ウ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。

エ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。
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② 業務内容

ア 銅イオン（エコファイバー）は、下記に示した４箇所に、それぞれ２．５ｋｇず

つ充填し、配置する。初回設置後、藻の発生具合を考慮しながら、おおよそ３０

～４０日くらいの間隔で計画的に新しいものに年５回詰め替えることとする。

  銅イオンの詰め替えを実施する際には、濠内の水抜き、水入れ作業も併せて行わ

なければならない。

但し、これによりがたい場合は、市の承諾を受けなければならない。

イ 銅イオン（エコファイバー）は、次の箇所に設置することとする。

既存マイクロバブル発生装置設置箇所

水の流れ

銅イオン（エコファイバー）設置箇所

給水ポンプ

撹拌装置（水中ファン）設置箇所

（２）和風庭園水質等管理業務

① 基本事項

ア 作業中、一般公衆に迷惑を及ぼすなどの施工方法をしてはならない。

イ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。

ウ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。
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② 業務内容

ア 滝ポンプ、小滝ポンプ、ろ過ポンプ、濾過機、自動給水装置、噴水制御盤、ろ過

装置、減菌装置、制御盤を対象に、ピット、池、池の藻除去とともに、次の事項

の点検を実施する。

Ａ 全体  

・各機器の起動・停止作業

・吐出圧力測定・調整

・回転部グリスアップ・点検

・塗装部点検・タッチアップ

Ｂ ポンプ   

・駆動状況確認・調整

・機器破損状況確認

・各付属機器点検

Ｃ ケーブル  

・漏水点検

・絶縁チェック

・破損状況点検

Ｄ 操作   

・各機器の絶縁チェック

・メーター類作動状況確認・調整

・指示値確認・調整

・各スイッチ・タイマー類作動状況確認・調整

Ｅ 濾過機

・作動状況の確認・調整

・機器破損状況確認

・濾材点検

Ｆ バルブ・弁類

・ボルット締め付け

・パッキン類の漏洩等点検

・作動確認・点検

Ｇ 制御盤

・機器類の作動確認・調整

・受電電圧端子の電圧確認

・警報、保護回路の作動確認

・手動、自動スイッチによる作動確認

・タイマー異常の確認
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・保護用ヒューズの劣化、断線確認

・盤内換気扇、蛍光灯、ドアスイッチの作動確認

・盤内外の発錆、損傷確認

・扉の開閉、施錠確認

Ｈ その他

・池水位のチェック

・池内浮遊物の除去及び池・ピット清掃

・薬剤投入

・池内残留塩素の濃度確認

・季節によるタイマー調整・設定

・異常音・異常振動の確認

・操作室内の整理整頓

・長期間停止時前の処置（機器類・盤類の結露凍結対応）

・長期間停止時中の機器類の巡回作動確認

・補給水作動状況確認・調整

イ ポンプの運転期間は別紙ポンプ稼働表のとおりとする。 

なお、ろ過施設停止中であっても定期的に施設に異常がないか巡回すること。ま

た冬季のポンプ休止期間については、凍結による配管の破損がないか点検を行

うものとする。 

ウ 堆積汚泥処理における廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」に基づき処理を行うこととする。また、廃棄物の処理量（重量）は、必

ず計量を行い計量伝票は厳重に保管すること。 

エ 薬剤補給及び残留塩素濃度測定は次のとおりとする。 

薬剤の補給量は、池および水路の指定した測定箇所（別紙図面参照）において、

残留塩素濃度が概ね 0.2～1.0mg/L になるよう調整すること。調整困難な場合は

直近の測定日において改善を図ること。それでもなお困難な場合は市と協議す

ること。 

残留塩素濃度測定は、池および水路の指定した測定箇所において、運転期間中に

週１回（計３６回）測定をすること。測定結果及び藻の発生状況を報告すること。

ただし、これによりがたい場合は、市の承諾を受けなければならない。 
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③ 作業回数等

名  称 摘 要 

ろ過装置保守点検 1 回/年 

ろ過ポンプ絶縁抵抗測定・制御

盤点検 
1 回/年 

配管チェック・各装置ボルト確認・

タンク清掃 

薬品補充点検 

44 回 

（4-6 月、10-12 月 週 1 回 

 7-9 月 週 2 回） 

残留塩素測定 44 回 

薬剤投入 44 回 （ハイライトＭＴ（5kg/回）） 

池清掃 

水張り・水抜き 2 回（清掃時 1 回、休止開始時：0.5 回/2 回） 

池清掃 1 回 

1 回 

ピット清掃 1 回 

1 回 

４ ゴミ収集に関する業務

（１）公園内ゴミ定期収集業務

① 基本事項

ア 園内を常に清潔な状態に維持するため、ゴミを収集し適切に処理しなければな

らない。

イ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。

ウ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

34



② 業務内容

ア 城址公園内の清掃を行い、可燃物と不燃物に分別した上、処理場まで収集運搬お

よび処理を行う。

イ 収集するゴミの種類は次のとおりとする。

Ａ類 菓子袋、弁当容器等比較的大きな可燃物

Ｂ類 飲み物空き缶、空きビン等比較的大きな不燃物

Ｃ類 タバコの吸殻、飲み物蓋等比較的小さなゴミ

Ｄ類 その他、作業日に回収不可能な大きなゴミ

ウ 公園内に点在するＡ類、Ｂ類のゴミを収集し、衛生管理上適切かつ公園利用者の

利用を妨げない場所へ集積するものとする。また、出動一回ごとの重点箇所を定

め、Ｃ類のゴミも同様に集積するものとする。Ｄ類のゴミについては、その都度

市に報告するものとする。

エ 所定の集積所のゴミを、可燃物と不燃物に分別し、ゴミ収集車により、市公認の

処理場まで持ち込むものとする。

オ カラス等の被害については、最大限の工夫･努力を行ったうえで、解決できない

場合のみ市に相談のこと。

③ 作業回数

    １週間あたりの収集運搬回数  平常期間  １回/週
                   冬期間   １回/週

（２）花見時等不定期ゴミ収集業務

① 基本事項

ア 園内を清潔な状態に維持するため、ゴミを収集し適切に処理しなければならな

い。

イ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

② 業務内容

ア 花見時期等に、城址公園において清掃を行い、発生したゴミを集積し、可燃物と

不燃物に分別した上で、市公認の処理場まで搬入する。

イ 収集日については、指定管理者が現場の状況を確認のうえ、公園利用者の利用を

極力妨げないよう配慮し、決定する。

③ 作業回数

    １週間あたりの収集運搬回数  平常期間  １回/週
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５ 公園便所清掃および保守点検に関する業務

① 基本事項

ア 安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう公園便所を適切に管理する。

イ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対 

処できるよう準備をしておかなければならない。

ウ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を 

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

 エ 「作業中」の看板等の表示を行うものとする。

オ 使用する洗剤等の安全対策を行い、事故の無いようにし、特に、作業を単独で行

う場合には、十分配慮しなければならない。

カ 市が定める作業チェックリストを清掃用具保管庫の扉裏面等に設置すること。

② 業務の対象

便所（芝生広場）及び便所（バス駐車場）を対象とする。 

③ 日常清掃の業務内容

ア 床面の清掃

１ 床面はほうき等で掃いた後、モップによる水拭きを行うこと。

２ 清掃後は、床面の排水を行うこと。

３ 排水口のゴミ等を除去すること。

イ 便器の清掃

１ 専用洗剤で洗浄すること。

２ 詰まりがある場合は、異物等を除去すること。

３ 小便器感知洗浄システムの感知器本体に直接、水をかけないこと。

ウ 洗面台、鏡の清掃

洗剤を用いて洗浄し、最後に乾拭きより水滴を取ること。

エ ゴミ及び吸い殻の回収

ゴミ箱及び吸い殻入れから回収し、洗浄後に元の位置に戻すこと。

オ 壁、窓及び天井の清掃

１ クモの巣及びほこりを取り除くものとする。

２ 直接、水をかけないこと。

カ ペーパー等消耗品の補充

トイレットペーパー、水石鹸を補充すること。

キ 用具の整理整頓

清掃用具は、整理整頓して収納すること。
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④ 定期清掃の業務内容

ア 便器の清掃（２週間に１回）

内側の隠れた部分、目皿を専用洗剤で洗浄すること。

イ 照明器具、換気扇の清掃（月に１回）

水拭きまたは洗剤を使用し、ホコリ、汚れを取ること。汚れの状況によっては、器

具を取り外して行うこと。

ウ 尿石の除去及びタイルの目地の清掃（月に１回）

ワイヤーブラシ等を用いて、薬品洗浄をして汚れを除去すること。

⑤ 保守点検

   清掃を行うときに、次の各項に掲げる保守点検を行い、異常がないか確認を行う

こと。異常を確認した場合は、市に速やかに報告をしなければならない。

１ 便器や洗面器具等の給排水施設について、漏水及び破損の有無の点検

２ 照明等、電気設備の作動点検

３ 扉、壁等、施設の破損及び落書きの有無の点検

⑥ 作業回数

箇所名 

便器

個数

（個） 

清掃面積

（㎡） 

延清掃

面積

（㎡） 

清掃回数（日常清掃） 

平常期間 

（回/週） 

花見期間 

（４月１週

/回） 

富山まつ

り対応

（回） 

冬期間 

（回/週） 

自由広場 9 61.00 12,261.0 4 12 2 3 

バス駐車場 13 60.50 12,160.5 4 12 2 3 

６ 公園遊具点検に関する業務

① 基本事項

ア 城址公園内の遊具・ベンチ等の点検を行うこと。

イ 安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう公園遊具を適切に管理する。

ウ 日常及び定期的な点検と補修修繕、清掃等の保守管理を適切に行う。

エ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を 

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。
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② 業務内容

ア 安全度判定については、遊器具点検調査票を作成し、項目ごとに調査し、評定す

ること。また遊具毎の健全度総合判定を行うこと。

イ 一般社団法人日本公園施設業協会発行「遊具の安全に関する基準」の点検方法に

基づいて実施すること。

 ウ 遊具点検の調査票の評定が悪い場合は、悪い箇所の写真を撮ること。

   エ 点検した遊具が使用に耐えないと判断される場合は、使用禁止、危険防止対策を

     施した後、速やかに報告すること。

③ 業務の対象

遊具 その他 

ﾌﾞﾗﾝｺ 4 柵 4 四阿、パーゴラ、ベンチ５２基 

７ 照明設備の保守点検に関する業務

① 基本事項

ア 城址公園内に設置されている全ての照明設備の保守点検を行う。

イ 安全性、機能性及び良好な景観の確保がなされるよう適切に管理する。

ウ 定期的な点検と補修修繕等の管理を適切に行う。

エ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

② 業務内容

ア 照明設備の支柱や地際について、劣化状況（塗装の状態や腐食の有無等）を点検

し、安全上、機能上又は良好な景観を維持する上で問題があると判断した場合は、

速やかに市に報告し、補修修繕を行うこと。

イ 照明の不点灯等の異常を確認した場合は、部品交換や補修修繕を行うこと。 

８ 消雪設備管理に関する業務

① 基本事項

ア 作業中、一般公衆に迷惑を及ぼすなどの施工方法をしてはならない。

イ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに対

処できるよう準備をしておかなければならない。

ウ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。

38



② 業務内容

融雪設備の制御盤及び融雪装置を対象に、融雪ノズルの清掃とともに、次の事項の点

検を実施する。

ア 全体  

１ 各機器の起動・停止作業

２ 吐出圧力測定・調整

イ 融雪ノズル  

１ 水量調整

ウ ポンプ   

１ 駆動状況確認・調整

エ 操作   

１ 各機器の絶縁チェック

２ メーター類作動状況確認・調整

３ 指示値確認・調整

４ 各スイッチ・タイマー類作動状況確認・調整

オ バルブ・弁類

１ ボルト・ナット締め付け

２ パッキン類の漏洩等点検

３ 作動確認・点検

カ その他

１ 季節によるタイマー調整・設定

２ 異常音・異常振動の確認

９ 光熱水費等支払いに関する業務

 城址公園光熱水費の支払いについては、以下の点について留意すること。

（１）水道料金 

指定管理に含まない施設分を含めた金額で一括して請求があるので、各施設

管理者からの使用量報告に基づき料金を按分し、富山市上下水道局へ報告する

こと。その後改めて、水道料の請求が届くので、その料金を支払うこと。

（２）電気料金 

市政情報掲出パネル使用に伴う電気料金について、使用者から提出された明

細書に基づき、使用者に請求すること。

道路管理者富山県と城址公園が相互に効用を兼ねる部分（井戸）について、そ

の電気使用料金を指定管理者は電力会社に全額支払った後、道路管理者の負担

分を相手方に請求すること。
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富山市営城址公園駐車場の運営管理に関する業務仕様書

１ 地下駐車場の施設運営に関する業務

施設利用者が快適に地下駐車場を利用できる状況を維持するとともに、業務の遂行

にあたって、確実性、安全性および経済性に配慮すること。 

（１） 基本事項

ア 対象車両は富山市駐車場条例、富山市駐車場条例施行規則に定める大きさの自

動車とする。また駐車可能台数は計１０１台とする。 

イ 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否若しくは禁止することがで

きる。 

① 引火性又は発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。 

② 他の自動車の駐車を妨げるとき。 

③  駐車場の施設を汚損又は破損するおそれがあるとき。 

④  前①～③号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると

き。 

ウ 駐車対象外車両等の駐車の拒否・誘導に注意すること。 

エ 緊急時の連絡体制を確保すること。 

オ 豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常にこれに

対処できるよう準備をしておかなければならない。 

（２）使用料の徴収に関する業務

富山市駐車場条例に定める駐車料金を徴収すること。徴収した駐車料金は、市

が指定する期日までに、市指定金融機関へ納入しなければならない。

（３）その他、地下駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務

別紙「障害者等の富山市営駐車場の利用支援に関する要綱」に定める、身体障害

者等による地下駐車場の利用支援業務を適切に実施すること。 

２ 地下駐車場の維持管理に関する業務

地下駐車場を常に最良の状態に維持し、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な

環境を提供するとともに、業務の遂行にあたっては、確実性、安全性および経済性に配慮

すること。 

（１） 基本事項

ア 安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう各施設を適切に管理する。 

イ 日常及び定期的な施設の点検と補修修繕、清掃等の保守管理を適切に行う。 

ウ 機械設備等に故障が生じた場合、迅速に対応するものとし、また重大な故障及び

事故が起きた場合は、速やかに市に報告すること。 
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エ 消耗品(事務用消耗品及び管理用消耗品)の購入及び修繕(物品修繕及び施設修

繕)を実施する場合は市内業者へ発注するよう配慮すること。 

オ 作業中に事故が発生した場合には、直ちに市に通報するとともに事故報告書を

市が指示する日までに、市に提出しなければならない。 

（２） 主な業務の概要及び令和元年度の所要経費

業務の名称 回数 実施時期 所要経費 備考 

【城址公園】 

防火設備点検 2 ６月毎 501,400

エレベーター点検 12 毎月 660,000

駐車場管制システム点検 12 毎月 807,290

清掃及び廃棄物収集 通年 定期清掃月１回、

便所清掃週３回、

廃棄物週１回 

131,832

電気保安 12 毎月 149,160

自動ドア点検 4 ３月毎 106,354

計 － － 2,356,036 － 

３ 業務内容

（１）警備業務

ア 警備は原則、巡回警備員による巡回警備とする。巡回警備員は地下駐車場、

その他敷地内の施設財産を巡視しなければならない。 

イ 地下駐車場に異常事態が発生したことを知った場合には、直ちに異常の初期

処置を行うとともに消防署、警察署、市に連絡しなければならない。 

ウ 巡回警備員は、次の各事項を実施するものとする。 

① 地下駐車場内部及び外周の巡視 

② 依頼及びインターホンでの呼出による下記の応対 

・地下駐車場利用者への利用方法等のアドバイス 

・機械設備の故障復旧（軽易なもの） 

・故障復旧が困難な場合の駐車場管制システム保守業者への連絡 

③ 隣接地に波及する危険性の探知予防 

④ 危険物、可燃物の異状有無点検 

⑤ その他警備の目的を達成するための点検処置 

⑥ 巡回警備報告書の提出 
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エ 警備業務に必要な施設の鍵は市の了承を得て借用するものとし、警備業務以

外に使用してはならない。また、契約期間中は指定管理者の責任をもって確実

な場所に保管し、不用となった時は直ちに市に返還しなければならない。 

巡回警備員を配置せず、遠方通報監視装置等による警備を行う場合は、警備

の方法について十分に市と協議を行ったうえで実施するものとする。 

（２）清掃業務

清掃は、日常清掃を１日１回行うこと。定期清掃は管理室、エレベーターホール

及び階段を対象に年２回行うこと。清掃に使用する洗剤及び薬剤類は、厳密に選択

し、使用に際しては既設の材料、装飾部品に損傷又は汚染しないように注意するこ

と。 

ア 管理室内清掃は、汚れに応じて、掃き掃除、モップがけを行う。 

イ 階段、エレベーター内、ホールの日常清掃は、掃き掃除、汚れに応じてモッ

プがけを行う。定期清掃は、自在掃、ダストモップ、掃除機等で床の埃を除去

する。洗浄液を床面に塗布し、ポリッシャーにて洗浄する。洗浄後、汚水を回

収し、水拭きモップで拭き上げる。樹脂ワックスを均一に塗布し、送風機で乾

燥させる。 

ウ 定期清掃は、自在掃、ダストモップ、掃除機等で床の埃を除去する。洗浄液を

床面に塗布し、ポリッシャーにて洗浄する。洗浄後、汚水を回収し、水拭きモッ

プで拭き上げる。樹脂ワックスを均一に塗布し、送風機で乾燥させる。

エ 便所清掃は、便器、床、洗面台等の洗浄を行う。トイレットペーパー、石鹸

水の配備及び塵芥の集積を行う。 

（３）廃棄物処理業務

廃棄物処理は、地下駐車場が排出する可燃物（週１回）及び不燃物（月１回）の収

集運搬処理を行うこと。

（４）防火設備点検業務

ア 防火設備点検（消防用設備等点検）は、消火器、泡消火設備、自動火災報知設

備、誘導灯、二酸化炭素消火設備、屋内消火栓設備、非常電源（自家発電設備）、

非常電源（蓄電池設備）を対象に、機器点検（年１回）、総合点検（機器点検含

む）（年１回）実施すること。

イ その他の付属設備等の保守点検業務

駐車場管制システム、エレベーター、自動ドア、自動精算機、その他の電気設備

等について、関係法令や関係規則等の規定に基づき、適切に保守点検を実施するこ

と。 

４ 関係者の駐車場利用

   指定管理者ならびに点検等の委託業者の駐車場利用に関しては、勤務時間内あるい
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は業務に要する必要最低限の時間において、必要最低限の台数に限り駐車場を無償で

利用することができる。
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城址公園及び富山市営城址公園駐車場の管理運営業務に関する基本協定書（案）

富山市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、富山市公の施設に係る指定

管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年富山市条例第３０９号。以下「手続条例」という。）

第８条の規定により、城址公園及び富山市営城址公園駐車場（以下「城址公園等」という。）の管理

運営業務（以下「管理業務」という。）について、次のとおり基本協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この基本協定は、城址公園等の管理運営に関し必要な事項を定めるものとし、甲及び乙は、

この基本協定に従い、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

（指定期間等）

第２条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日ま

でとする。

２ 管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（管理業務の範囲）

第３条 乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設の運営に関する業務 

(2) 公園施設の維持管理に関する業務 

(3) 地下駐車場の運営管理に関する業務 

(4) その他、市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の詳細は、城址公園及び富山市営城址公園駐車場管理業務仕様書に定め

るとおりとする。

（使用料の徴収等の委託）

第４条 甲は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び第１６５条の

３第１項の規定に基づき、城址公園等の使用料の徴収及び還付に関する事務を乙に委託するもの

とする。

（再委託等の禁止）

第５条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

事前に甲の書面による承諾を受けたときは、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

ることができる。

２ 前項の規定により乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用

負担において行うこととし、乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追

加費用は、すべて乙の負担とする。

３ 乙は、第三者に対し、本協定に基づいて生ずる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又は権

利を担保に供してはならない。

（指定管理者の責務）

第６条 乙は、手続条例、富山市都市公園条例（平成１７年富山市条例第２３４号）、富山市都市公

園条例施行規則（平成１７年富山市規則第２２０号）富山市駐車場条例（平成１７年富山市条例

第１３１号）、富山市駐車場条例施行規則（平成１７年富山市規則第６７号）城址公園バス駐車場

管理規則（令和元年規則第８号）及び関連する法令等を遵守するとともに、城址公園を常に良好

な状態において管理し、施設の効用を最大限発揮できるよう管理業務を行わなければならない。
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２ 乙は、施設及び施設利用者に事故及び災害が発生した場合は、迅速かつ適切な対応を行った上、

直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

３ 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、その状況について、

直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

（管理業務委託料）

第７条 甲が乙に支払う指定期間中の管理業務委託料は、○○○円（うち消費税及び地方消費税の

額○○円）を限度とする。

２ 各年度の管理業務委託料は、次の金額を基本とし、各年度の開始前に甲乙協議のうえ定めるも

のとする。

令和３年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和４年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

令和５年度 ○○○円（うち消費税及び地方消費税の額○○円）

３ 甲は、前２項の管理業務委託料を、乙が毎年度作成する収支計画書に基づく請求により支払う

ものとする。

（備品等の取扱い）

第８条 甲は別紙「富山市営駐車場備品一覧表」記載の備品等（以下「備品等」という。）を乙に無

償で貸与する。

２ 経年劣化又は乙の責めによらない事由による滅失・き損等により備品等を管理業務に供するこ

とができなくなった場合、甲は乙との協議に基づき、管理業務に必要と認められる範囲で当該備

品等を調達又は購入し、乙に無償で貸与するものとする。

３ 乙は、指定管理期間中、備品等を常に良好な状態に保つとともに、甲の定める備品台帳を作成

し、これを備え置かなければならない。また、乙は定期的に備品台帳と現物の照合を行い、滅失・

き損等が確認された場合は、速やかに甲へ報告し、前項に定める対応を行うものとする。

４ 乙は、自己の費用負担等により管理業務に必要な備品類を購入することができる。この場合、

購入した備品類の所有権は乙に帰属し、乙は前項に定める備品台帳とは区別してこれを管理する

ものとする。

（役割分担）

第９条 管理業務に関する役割分担については、富山市城址公園等管理業務役割分担表のとおりと

する。

（リスク分担）

第１０条 管理業務に関するリスク分担については、富山市城址公園等管理業務リスク分担表のと

おりとする。

（管理業務計画書の提出等）

第１１条 乙は、毎年度２月末日までに、翌年度の管理業務について、次の各号に掲げる事項を記

載した管理業務計画書を甲に提出し、承認を得なければならない。ただし、令和３年度の管理業

務については、令和○○年○月○○日までに、同計画書を提出し、承認を得るものとする。

(1) 管理業務の概要及び実施時期 

(2) 管理業務の実施体制 

(3) 収支計画書 

(4) 管理業務に必要な諸規定及び非常時の対応体制 

(5) その他甲が必要と認める事項

２ 乙は、富山市城址公園等管理業務仕様書に定めのない、管理業務の改善又は公園設備の改修、
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物品の設置及び城址公園の周辺地域における施設整備などについて甲に対して提案を行う場合は、

提案の必要性、管理業務において見込まれる改善点その他甲が必要と認める事項を記載した書類

（以下「提案書」という。）を毎年度１月末日までに甲に提出しなければならない。

ただし、当該提案の実施に当たり、甲に新たな財政的負担が生ずると見込まれる場合について

は、乙は毎年度９月末日までに甲に当該提案書を提出しなければならない。

３ 乙は、第１項の管理業務計画書を提出した後に、前項の事由以外により計画を変更する必要が

生じた場合は、変更の内容について甲に協議の上、必要に応じて変更後の管理業務計画書を甲に

提出しなければならない。

（管理業務報告書の提出）

第１２条 乙は、毎月１０日までに、前月の管理業務の実施状況、施設の利用状況及び使用料の収

入状況等を記載した管理業務報告書を甲に提出しなければならない。

（事業報告書の提出等）

第１３条 乙は、毎年５月末日までに、前年度の管理業務について、次の各号に掲げる事項を記載

した事業報告書を甲に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況 

(2) 使用料の収入状況 

(3) 管理業務の経費の収支状況 

(4) その他甲が必要と認める事項 

（管理業務の報告、調査、指示）

第１４条 甲は、前３条の規定により提出された計画書及び報告書の内容を審査し、必要な指示を

行うことができる。

２ 甲は、施設の管理の適正を期するため必要と認めるときは、乙に対して、管理業務又は経理の

状況に関し随時報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

３ 乙は、甲から前２項に定める報告要求、調査の申出又は改善指示を受けた場合、速やかにそれ

に応じなければならない。

（帳簿等の保存）

第１５条 乙は、管理業務に関する帳簿及び書類等を整備し、常に業務の執行状況を明らかにして

おくとともに、帳簿等を会計年度終了の日から５年間保存しなければならない。

（施設の毀損等）

第１６条 乙は、故意又は過失により、施設又は設備備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに

その旨を甲に報告するとともに、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じ

た損害を甲に賠償しなければならない。

（不完全履行による管理業務委託料の減額及び損害賠償） 

第１７条  甲は、乙が管理業務の一部を履行しないとき、又は管理業務の履行が不完全であるとき

は、管理業務委託料からその不履行又は不完全履行に相当する金額を減額することができる。こ

の場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 

（原状回復義務等） 

第１８条  乙は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理を行わないこととなった施

設及び設備を直ちに原状に回復し、甲に対して本施設及び備品を明け渡さなければならない。た

だし、通常の使用における経年劣化及び甲が原状回復を要しないと認めたときは、この限りでな

い。 
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  （第三者に対する損害の賠償等） 

第１９条  管理業務の履行にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、

原則として乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、損害を受けた第三者の求めに応じ

甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。 

（指定の取消等）

第２０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乙に対しその状況を確認の

上、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。この場合において、乙に生じた損害については、甲はその賠償の責めを負わないも

のとする。 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１０項の規定による報告の要求、

調査又は指示に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。 

(2) この基本協定に違反したとき。 

(3) 指定管理候補者として選定しない法人等に該当することとなったとき。 

(4) 申請時に提出した書類の内容に虚偽の事項が記載されていたことが判明したとき。 

(5) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。 

(6) 乙がその責に帰すべき事由により、甲に対し指定解除の申出をしたとき。 

(7) 組織的な非違行為が行われていた場合など、管理業務を行わせておくことが、社会通念上著

しく不適当と判断されるとき。

２ 乙は、前項の規定により指定を取り消されたときは、違約金として、当該指定が取り消された

年度における年度協定に規定する管理業務委託料の１００分の１０に相当する額を甲に支払わな

ければならない。

３ 第１項の規定により指定を取り消した場合において、甲に生じた損害が前項に規定する違約金

の額を上回ったときは、乙はその損害を賠償しなければならない。

４ 甲は第１項の規定に基づく指定の取消し又は管理業務の全部又は一部の停止により乙に損害が

生じても、その賠償の責を負わない。

（業務の引継ぎ） 

第２１条 乙は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、センターの管理業務が遅滞なく円滑に

実施されるよう、甲が定める期間内に、甲又は甲が指定した者に対して適正に管理業務を引継が

なければならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。

２ 管理業務の引継ぎ方法、日時等については、甲と乙が協議のうえ、決定する。 

（秘密保持義務等） 

第２２条  乙が行う管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該管理業務に関して知り

得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。 

２  乙は、富山市個人情報保護条例（平成１７年富山市条例第３１号）第９条、第１０条及び第５

６条の規定により、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。

３  乙は、管理業務を実施するにあたり、個人情報の保護に関し、城址公園及び富山市営城址公園

駐車場管理業務の個人情報の保護に関する取扱い仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 

４ 乙は、富山市情報セキュリティポリシーの情報セキュリティ基本方針４の規定により、情報資

産に関する情報セキュリティ対策のために必要な措置を講じなければならない。 

５ 乙は、管理業務を実施するにあたり、情報セキュリティ対策に関し、情報セキュリティ特記事
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項に定める事項を遵守しなければならない。 

（情報公開） 

第２３条  乙は、富山市情報公開条例（平成１７年富山市条例第３０号）第２９条の規定により、

情報公開を行うための必要な措置を講ずることとし、乙に対し管理業務の実施に関し乙が保有す

る情報の公開の申し出があったときは、公開対象となる情報の公開に努めるものとする。 

（名称等の変更の届出） 

第２４条  乙は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更があったときは、直ち

に、その旨を甲に届け出なければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第２５条 乙は、この基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又は権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、こ

の限りでない。

（基本協定の変更）

第２６条 管理業務に関し事情が著しく変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の

上、この基本協定を変更することができる。

（年度協定書の締結）

第２７条 甲及び乙は、第７条第１項の管理業務委託料及び同条第２項の規定により甲乙協議の上

定められた管理業務委託料並びに第１１条の規定により提出された管理業務計画書に基づき、管

理業務の適正な執行を期するため、毎年度当初に富山市城址公園の管理運営業務に関する年度協

定書を締結するものとする。

（協議）

第２８条 この基本協定に関し疑義が生じたとき又はこの基本協定に定めのない事項については、

甲乙協議の上、別に定めるものとする。

この基本協定の締結を証するため、この基本協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。

令和○○年○月○日

甲 富山市新桜町７番３８号

富山市長 ○○○

乙
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富山市城址公園等管理業務役割分担表 

項 目 市 指定管理者 

維持管理 

（植物、施設、清掃、安全管理、光熱費支出等） 

△ 

※上限額を超える修繕
〇 

運営管理 

（企画調整、案内、警備、苦情対応、料金徴収） 
 〇 

法的管理 

（占用許可、設置管理許可等） 
〇 

法的管理 

（行為許可）  
〇 

災害時対応 

（待機連絡体制確保、被害調査、応急措置等） 

△ 

（指示等） 
〇 

災害復旧 〇 

施設整備、大幅改修等 〇 

包括的管理責任 〇 
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富山市城址公園等管理業務リスク分担表

△は従分担

種 類 主 な 内 容 負担者

市 指定管理者

法制度変更 施設管理業務に要する資格の変更等、指定管理業務に特別に影響を及ぼす法

制の変更又は新設

○

税制度変更 指定管理業務の内容にかかわらず、全てのものに影響を及ぼす税制の変更又

は新設（法人税、固定資産税、事業所税等）

○

上記のうち、消費税及び地方消費税については、変更後の税率に基づく管理

委託費を支払うことにより市が当該費用を負担する。

○

金利変動 ○

物価変動 通常は指定管理者の負担とするが、大幅又は急激な物価変動の影響により、

管理運営に支障が生じるおそれがあるときは、市と協議する。 

（協議対象経費） 

①燃料費（ガソリン、灯油、ガス等）、②上下水道料金、③電気料 

△ ○ 

政策転換 施設の廃止により指定管理業務の継続が困難になった場合、施設用途の変更

により管理業務内容の変更を余儀なくされた場合など

○

許認可の取得

遅延

市が取得すべきもの ○

指定管理者が取得すべきもの ○

住民及び施設

利用者対応

処分権限を有する指定管理者の行った処分に対する訴訟 ○

指定管理業務に対する住民及び利用者からの苦情、要望 △ ○

不可抗力 戦争、天災、暴動等の不可抗力による施設の修復及び指定管理業務の継続不

能

○

上記の要因により、施設を避難場所等に使用することによる指定管理業務の

継続不能

○

書類の誤り 仕様書等の市がその内容について責任を負うべき書類 ○

指定申請書等の指定管理者がその内容について責任を負うべき書類 ○

資金調達 市が指定管理者に支払う経費の支払い遅延による損害 ○

指定管理者が業者等に支払う経費の支払い遅延による損害 ○

施設、設備、

備品、資料等

の焼失、滅失、

損傷、盗難等

指定管理者の故意、過失によるもの ○

経年劣化によるもの、又は相手方が特定できない第三者の行為によるものの

うち、原状回復に要する経費の年度合計額が次の金額以下のもの（各年度に

見込まれる修繕料等の金額とする。）

令和３年度 ３，６２５千円、令和４年度 ３，６２５千円、

令和５年度 ３，６２５千円

上記金額を超えることが見込まれるときは、市と事前協議するものとする。

○

第三者賠償 施設等の瑕疵により損害を与えた場合 ○

指定管理者が施設等に瑕疵があることを知りながら、それを放置したことに

より損害を与えた場合

○

指定管理業務により損害（個人情報の漏えい、不正利用等による損害を含む。）

を与えた場合

○

事業の終了 政策転換による指定管理者の撤収費用 ○

指定期間の終了、指定の取消による指定管理者の撤収費用 ○
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富山市城址公園管理業務の個人情報の保護に関する取扱い仕様書

Ⅰ 一般事項

１ 個人情報の保有の制限等

(1) 乙は、個人情報を保有するに当たっては、この協定による管理業務を遂行するため必要な場合に限

り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 

(2) 乙は、特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を保有してはならない。 

(3) 乙は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認めら

れる範囲内において、市の承認を得なければならない。 

２  個人情報の取得の制限 

(1) 乙は、個人情報を取得するときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により

取得しなければならない。 

(2) 乙は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

については、取得してはならない。 

(3) 乙は、個人情報を取得するときは、本人の同意があるとき又は人の生命、身体、財産の保護のため

に緊急に必要があるときなどの場合を除き、原則として本人から取得しなければならない。

３ 利用目的の明示

乙は、本人から直接書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録（以下「電磁的記録」という。）を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取

得するときは、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき又は取得の状況からみて

利用目的が明らかであると認められるときを除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しな

ければならない。

４ 正確性の確保

乙は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めな

ければならない。

５ 不要となった個人情報の取扱い

乙は、この協定が終了したとき又は保有する保有個人情報が不要となったときは、速やかに当該情報

を市に譲渡し、又は市の指示のもとに適切な手段により速やかに廃棄し、若しくは消去しなければなら

ない。

６ 事務を委託する場合の措置

乙は、個人情報の取扱いを第三者に委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講

じなければならない。

７ 従事者の義務

個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者又は前条の受託業務に従事している者若

しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。
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Ⅱ 個別事項

項目
取扱う個人情報

の内容
取扱い上の留意事項

（１）使用申込受付、

承認、使用料

徴収業務

申請者の住所、

氏名、電話番号

取得する個人情報は、申請に必要な事項や減免要件を

確認するために必要な事項のみとし、申請者以外から

取得しない。

（２）使用者管理 申請者の住所、

氏名、電話番号

担当職員以外は取扱わないこととする。

（３）施設使用状況

の掲示

個人使用者の氏

名

個人が、個人の活動として施設を使用する場合は、本

人の了解なしに、その使用状況を施設の掲示板やSNS
等に掲示しない。
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情報セキュリティ特記事項

１ 基本事項

 乙は、本業務に係る情報資産（富山市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針２(9)

による）を取り扱うにあたり、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、

改ざん等から保護するため、本特記事項を適切に実施し、富山市情報セキュリティポリシーの本旨に

従い、必要な措置を講じなければならない。

２ 責任体制の整備

 乙は、本業務に係る情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。

３ 業務目的以外の利用等の禁止

 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に利用、

加工、複製、複写、又は第三者に提供してはならない。

４ 情報資産の保管及び搬送

 乙は、本業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん、その他の事故等を防止するため、情

報資産の保管及び搬送に際し、重要度に応じた措置を講じなければならない。

５ 再委託の禁止

(1) 乙は、甲の書面による再委託の承諾があるときを除き、重要な情報資産の取扱いを自ら行うもの

とし、その取扱いを第三者に委託してはならない。 

(2) 乙は、甲の承諾を得て重要な情報資産の取扱いを第三者に委託しようとするときは、当該委託先

に、この情報セキュリティ特記事項を遵守させるとともに、甲に対して、当該委託先の全ての行為

及びその結果について責任を負うものとする。

６ 従事者に対する教育の実施

 乙は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セ

キュリティの確保に努めなければならない。

７ 事故発生時の報告義務

 乙は、本業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん、その他の事故等が生じ、又は生じた

可能性があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この協

定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。

８ 調査等の実施

(1) 甲は、本業務に係る乙の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて報告を求め、業務履

行場所への立入調査及び監査を行うことができるものとする。 

(2) 乙は、甲から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を

除き、協力しなければならない。 

９ 情報資産の帰属

乙が本業務のために収集、作成又は保有する情報資産は、甲の所有に属するものとする。ただし、

乙が管理業務委託料により購入した機器、ソフトウェア、ライセンスは乙の所有に属するものとする。

１０ 情報資産の返還

 乙は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、本業務に係る情報資産を、速やかに甲

に返還しなければならない。

１１ 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
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 乙が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、甲に対する損害を発生させた場合は、甲は、指定

の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

１２ その他

 乙は、１から１１までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。
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